
育成手当

（障害）

30
40
36
45
46
46
46

資料　：　福祉部子育て支援課

注）名称は、平成20年度から21年度までは児童手当、平成22年度から23年度までは子ども手当、平成24年度から児童手当。
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第 １ ０ ７ 表 児童手当等の受給者数の推移

区分
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　　平成24年6月分の手当から、所得制限導入により特例給付が適用。なお、平成21年度までの特例給付とは、対象要件が異なります。
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　　平成22年度から子ども手当創設に伴う対象年齢拡大により中学校修了前が追加され、所得制限廃止により特例給付は廃止。
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　　平成24年6月分の手当から、所得制限導入により特例給付が適用。なお、平成21年度までの特例給付とは、対象要件が異なります。

　　平成22年度から子ども手当創設に伴う対象年齢拡大により中学校修了前が追加され、所得制限廃止により特例給付は廃止。


